
●広島県側２会場
・安芸高田会場：R6.8.6
・三次会場：R6.8.9 
●島根県側４会場
・江津会場：R6.8.6
・川本会場：R6.8.8
・美郷会場：R6.8.7
・邑南会場：R6.8.20 

江の川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更）のスケジュール（案）

江の川水系河川整備
基本方針

平成19年11月策定

江の川水系河川整備計画
【国管理区間】

平成28年2月策定

江の川河川整備
アドバイザー会議

（河川法第16条の2）

第４回（R6.7.22）
・整備計画目標の設定
・河川整備計画（変更）（原案）

R6.8.1～R6.9.2
・変更原案の縦覧
・意見募集

江の川水系河川整備計画（変更）【大臣管理区間】
令和6年12月策定〈予定〉

関係省庁
・農林水産省
・経済産業省
・環境省

河川整備計画（変更）（原案）公表
（R6.8月頃）

河川整備計画（変更）（案）作成
事業評価

河川整備計画（変更）（案）公表
（R6.10月頃）

整備計画目標の設定
河川整備計画（変更）（原案）作成

・広島県知事
・島根県知事
（関係自治体には
県から意見聴取）

意見聴取

回答

住民説明会・意見募集
（河川法第16条の2）

首長意見
その他意見

意見

江の川河川整備懇談会
（河川法第16条の2）

事業進捗の確認

関係住民意見
（河川法第16条の2）

首長・その他意見
（河川法第16条の2）

意見

第1回～第4回

第1回～第3回

説明

意見

江の川河川整備
アドバイザー会議

（河川法第16条の2）

意見

第5回（R6.10.8）

・河川整備計画（変更）（案）
・事業評価 審議

説明

意見

協議

回答

説明

意見

第３回住民説明会
・変更原案の説明


